
茅野市文化芸術推進計画（案）に関する 

パブリックコメントにお寄せいただいたご意見と市の考え方 

 

 

茅野市が制定を進めている「茅野市文化芸術推進計画（案）」に関するパブリックコメントを実施したところ、下記のとおり貴重なご

意見をいただきました。 

いただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方をまとめましたので、公表いたします。 

 

 

記 

 

 

○パブリックコメントの実施状況 

１ 意見の募集期間 
２ 意見の提出者数と件数 ３ 意見の提出方法別人数 

提出者 件数 メール 郵送 ＦＡＸ 持参    計 

平成３０年２月５日（月） 

～ ３月２日（金） ３人・１団体 ２７件 ３人・１団体 ０人 ０人 ０人 ３人・１団体 

※同一意見提出者から複数項目にわたるご意見をいただいている場合があるため、意見提出者数と意見件数は一致しない場合があります。 

 

 

 

  



４ いただいたご意見とそれに対する市の考え方 

No. 該当する箇所等 いただいた意見の概要 市の考え 

1 ３Ｐ 

第１章２ 

（2） 

（2）９～11行目の文中に「人の心を豊かに」

「豊かな心を育て」と同様の表現があるが、わか

りやすく整理したらどうか。 

ご指摘の文章は、上位計画にあたる「茅野市教育大綱」の

基本方針からの引用であるため、現行のままとさせていた

だきます。 

2 ４Ｐ 

第１章５ 

  

計画が対象とする文化芸術の範囲の表記の後に、

対象とする施設名、所管を記載できないか。 

本計画は、「文化芸術基本法」に基づき、劇場、音楽堂等

及び社会教育施設を文化施設と位置づけ、それぞれの特性

を活かした文化芸術活動の推進を図ることとしています。

具体的な施設名等は資料として巻末に掲載いたします。 

3 ４Ｐ 

第１章５ 

図表⑥ 

⑥「文化財等（有形・無形の文化財とその保存技

術）」の後に「記録と保存」を入れて欲しい。ど

こに保存するのかをしっかり検討し、作品をきち

んと残してほしい。 

ご指摘の図表は、「文化芸術基本法」が対象とする範囲を

示すものであり、同法の表記に準じ現行のままとさせてい

ただきます。記録と保存につきましては、25Ｐ「文化財の

保存と活用」に記載のとおり適切な保存と整備を進めてま

いります。 

 

4 ９Ｐ 

第２章３ 

市民館への市民の関わり方に「鑑賞する」も必要

ではないか。また、「広く他市町村との交流の場

になっている」ことを入れられないか。 

ご指摘のとおり「鑑賞する」を追加します。「広く他市町

村との～」につきましては、「～多様な人々が関わり合

い、考え合い、共に創造する」とした現行の表記に包括さ

れますので現行のままとさせていただきます。 

5 １０Ｐ 

第２章４ 

 

関係機関の連携について、他市町村の方々との連

携も課題と考えられるのではないか。 

ご指摘の内容は、10Ｐ＜関係機関の連携と人材の育成＞の

文中「さまざまな交流」に包括されますので、現行のまま

とさせていただきます。ご意見は今後の施策の展開の参考

にさせていただきます。 

 



6 １２Ｐ 

第３章２ 

 

基本目標の各項目の最後が「～しています」とな

っているが目標なので「～します」の表記が良い

のではないか。 

ご指摘の部分は、「基本目標が達成された状態」を「目指

す姿」として捉え、「～しています」という表記でまとめ

ています。本文中にも、目指す姿であるとの記載をしてい

ますので現行のままとさせていただきます。 

7 １４Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

１ 

「効果的に情報を届けるためには多様な情報発信

ツールの活用が必要」とあるが、どんなに目立つ

ツールを使っても受ける側に関心がなければ全く

見えないと思われる。「口コミ」によって鑑賞者

が増えることもあるので、直接目に触れさせる方

法や口コミを増やすようなシステムの検討・実施

が必要ではないか。 

14Ｐ（2）施策の展開に記載のとおり、従来からの紙媒体

による広報の充実とともに、ＳＮＳによる若い世代への浸

透や口コミによる広がりを重視した効果的な発信について

検討・実施してまいります。 

8 １４Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

１ 

情報発信ツールとして市民館通信・放送メディア

の活用が必要ではないか。 

15Ｐ（3）主な取組「八ヶ岳通信」の後に「市民館通信」

を、「ＳＮＳ」の後に「放送メディア」を追加します。 

9 １５Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

１（3） 

情報発信の方法で、視覚障害の方のために耳から

入ってくる情報を提供するを加えられないか。 

ご指摘の内容は、17Ｐ「文化芸術活動の拠点整備」（2）

施策の展開及び（3）主な取組に、誰もが入手できる方法

での情報提供に努める旨を記載しています。現在も市のホ

ームページによる音声読み上げや行政チャンネルでの情報

提供を行っていますが、より効果的な方法について検討し

てまいります。 

 



10 １５Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

１（3） 

市民活動全般の情報収集・発信に関して今後は

「ゆいわーく茅野」の果たす役割が大きくなると

思われるが、この計画の中での役割はどうか。 

特定非営利活動促進法の市民活動の分野には、学術・文

化・芸術、またはスポーツの振興を図る活動も含まれてい

ますので、ゆいわーく茅野とも情報交換、連携を図ってま

いります。 

11 １５Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

２ 

子どもたちには学校を通して文化に接する機会を

提供しているが、家庭でのフォローがないといく

ら機会や情報を提供しても子どもたちの感性は育

たない。各家庭で促進できる方法の検討・実施が

必要ではないか。 

家庭への浸透を促す施策として16Ｐ「鑑賞機会の充実」

（2）施策の展開に「鑑賞を促すためのレクチャーやワー

クショップなど教育普及・交流」を記載しています。今後

は保護者の皆さんと協働で行う鑑賞事業等において家庭で

の様子やご意見をお聞きし、よりよい方法の検討と実施に

つなげてまいります。 

 

12 １６Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

２（3） 

「文化施設、地域、文化芸術団体、事業者、学校

等の協力・連携体制の整備」を加えてはどうか。

 

ご指摘の内容は、15Ｐ「鑑賞機会の充実」（2）施策の展

開に「文化施設、文化芸術団体、ＮＰＯ、事業者等がそれ

ぞれの得意分野を活かしながら、連携と役割分担により事

業を展開していく」旨を記載していますので、現行のまま

とさせていただきます。 

 

13 １７Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

３（3） 

「各施設の利用形態の見直し」の前に「必要に応

じた」を加えてはどうか。 

ご指摘の内容は、16Ｐ「文化芸術活動の拠点整備」（1）

現状と課題に「各施設の利用形態や運営方法を検証し状況

に応じた改善していく必要があります」と記載しています

ので、現行のままとさせていただきます。 

 



14 １９Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

５（2） 

ＣＨＵＫＯらんどチノチノの利用者や高校生・大

学生の発表の場の提供や機会づくりの検討も必要

ではないか。 

中・高・大学生等の若い世代の発表の場や機会を提供して

まいります。 

15 １９Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

５（3） 

それぞれの項目は「実施」で取りまとめてはどう

か。 

基本目標１から４の「主な取組」の表記について、項目に

応じて「開催」又は「実施」といたします。 

16 ２０Ｐ 

第４章〈基本目標１〉 

成果指標 

茅野市民館のみの成果指標で良いのか。他の施設

や事業の指標は掲げないのか。 

成果指標は各基本目標を包括する代表的な施設や取組に関

する数値を取り上げ掲載しています。計画の進行管理を行

う上では、他の施設や事業の状況も把握、確認してまいり

ます。 

17 

 

 

 

２１Ｐ 

第４章〈基本目標２〉 

１（1） 

 

 

博物館、美術館などを活用することによって偏り

のない多様性を学ぶ機会とするとともに、地域の

理解が更に得られるのではないか。 

文化施設を活用し、地域に広め、理解が深められるような

取組を進めてまいります。 

18 ２２Ｐ 

第４章〈基本目標２〉 

１（3） 

 

「成長段階に合わせた鑑賞プログラムの検討」は

スピード感を持って取り組み「実施」とした方が

良いのではないか。 

現状の把握と検討を行い、実施につなげたいと考えます。

ご指摘については、「～鑑賞プログラムの検討・実施」と

します。 

19 ２６Ｐ 

第４章〈基本目標３〉 

２ 

「美術館では」を「美術館等では」とした方が、

保存と活用する作品を限定しなくてよいのではな

いか。 

ご指摘のとおり「美術館等では」とします。 



20 ２８Ｐ 

第４章〈基本目標３〉 

３（3） 

デジタルアーカイブや映像制作をどこで担うのか

記載できないか。 

 

保存していく内容により違ってくるため限定した記載はし

ていません。現行のままとさせていただきます。 

21 ２８Ｐ 

第４章〈基本目標３〉 

３（3） 

風景や生活様式のアーカイブの検討も必要ではな

いか。博物館にある駅前や蓼科湖などの過去の映

像は貴重である。 

ご指摘の内容についても検討してまいります。 

22 ３２Ｐ 

第４章〈基本目標４〉 

２（3） 

アニメーションに限定する必要があるのか。メデ

ィア芸術作品の舞台としてはどうか。 

「茅野市地方創生総合戦略」に掲げ、実施している「アニ

メーション作品の舞台を活用した観光ツアー」を主な取組

の一つとして記載したものですが、限定する必要はないこ

とから「アニメーション等のメディア芸術作品の舞台」と

します。 

23 ３３Ｐ 

第４章〈基本目標４〉 

２（3） 

食文化を加えてはどうか。 滞在・交流型観光プログラムの中に食文化の体験も含まれ

ることから、括弧書きの中に「郷土食体験」を追加しま

す。 

24 ３３Ｐ 

第４章〈基本目標４〉 

成果指標 

「茅野ブランド」の説明が欲しい。 注釈を追加します。 

25 

 

 

 

 

 

 

３４Ｐ 

第５章１ 

（1） 

 

 

 

 

「～地域文化の向上に努めることが望まれます」

は「～地域文化を向上させることが望まれます」

にできないか。「努める」が入ると個々の文化芸

術活動は地域文化を向上させることが目的のよう

に取れてしまう。結果として向上に繫がればよい

のではないか。 

 

ご指摘のとおり「～地域文化を向上させることが望まれま

す」とします。 

 

 

 

 

 



26 ３４Ｐ 

第５章１ 

（3） 

「教育機関等」の「等」は何を指すのか。 

 

      

ご指摘の内容は、幼稚園・保育園・認定こども園や各種育

成機関、団体を指しています。 

27 ３４Ｐ 

第５章１ 

（3） 

 

「人材育成などが期待されます」は指導的立場に

ある機関なので、積極的に関わってもらうよう

「人材育成などを求めます」とした方がよいので

はないか。 

 

34Ｐに記載する他の項目とのバランスを考慮し、現行のま

まとさせていただきます。 

 


